
私立高等学校の奨学金制度のことも知っておこう!!

各校独自の奨学金制度・特待生制度
私立高校がますます身近に！

～高等学校等就学支援金制度～

令和8年度からは所得制限なく国の就学支援金の上限額が396,000円から
457,000円に拡充されることが検討中なので、授業料の負担が軽減され
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●奨学生制度
　①中学校の評定合計によるもの　②普通科サイエンスフロンティアコース・国立進学
　コースに合格した者　③入試の合計点によるもの　④スポーツ・アート推薦で合格した者
　⑤兄・姉が関西高校または岡山高校に在学している者
●入学金免除制度
　①普通科サイエンスフロンティアコース・国立進学コースに合格した者　②保護者が
　関西高校・岡山高校を卒業している者  ③専願で合格した者  ④入試の合計点による
　もの  ⑤中学校の評定合計によるもの　※詳細は募集要項でご確認ください。

●奨学生制度…学力奨学生、スポーツ技能奨学生、合格時専願奨学生
　　　　　　　遠距離通学奨学生、兄弟姉妹共修奨学生、卒業生子女奨学生
●夢・実現サポート制度
●受験料の免除制度があります。
●専願者優遇制度があります。
●他にも入学後の学習面や生活面を基に認定される奨学金制度があります。
※詳細は、募集要項でご確認ください。

●入学時の選考による、学力奨学生、スポーツ奨学生、Music奨学生があります。
●入学後の成績優秀者、英検等合格者への奨学金制度があります。
●山陽学園中学、高校、大学、短大に兄弟姉妹が同時在籍する場合の奨励金制度、山陽学園
卒業生子女への入学金免除制度があります。
●校内特別選考制度で山陽学園大学・短期大学へ進学する生徒への、大学・短期大学の入学
金・授業料の減免制度があります。
※詳細は募集要項でご確認ください。

●高校・中学ともに１期入試の成績優秀者には入学後、各種の奨学金給付制度があります。
●高校・中学ともに入学後の成績優秀者を対象とした特待生制度があります。
●高校・中学に兄弟姉妹が同時に在籍する場合、兄弟姉妹奨学金制度があります。
●就実大学へ併設校選抜制度で進学する生徒は入学金全額免除、その他の選抜制度で
　進学する生徒は入学金半額免除の特典があります。
※すべて返還義務はありません。 
※上記は昨年度のものです。詳細は令和8年度生徒募集要項でご確認ください。

●特別奨学金制度…大学で必要な入学金・授業料を支援する制度。
●成績特待生制度 ●芸術特待生制度 ●スポーツ特待生制度 ●大学受験支援金
●海外留学支援金
※詳細は令和8年度募集要項でご確認ください。

●人物・学業ともに優秀な生徒、部活動において優秀な成績を収めている生徒について
　の奨学金（学費の一部を支給）またはそれに準じる制度
●病院奨学金制度[看護科生対象] 
●兄弟姉妹優遇制度
●併願者も対象
※詳細は令和8年度募集要項でご確認ください。

PART 1

学費負担軽減の
①国では「就学支援金」制度を拡充し、令和2年度から最大で年額3９万6，０００円が支給されます。
　所得制限の一部の事実上の撤廃により、令和７年度に限り年収約910万円以上世帯の高校生に対して、
年額11万8,800円を支援する高校生等臨時支給金が新設されました。
②さらに、岡山県では、生徒及び保護者が岡山県内に在住する場合は、学校納付金（授業料、施設整備費
等）の減免を行う「私立高等学校納付金減免補助金」制度が設けられており、最大で年額６万円が交
付されます。（昨年度同様）
　これらの助成金は一定の計算式で算定され、各高校の授業料、学校納付金から差し引かれます。
　なお、下の図は一応の目安となる世帯収入を示して標記しています。
③加えて、県の「奨学のための給付金」制度を合わせると、最大で年額60万8，０００円の負担軽減になります。
　※詳しくは各校へお問い合わせください。　

※ 1 世帯年収については、一応の目安であり、どの区分に該当するかは、課税所得額を用いて計算した額により判断されます。
※ ２ 非課税世帯で15.2万円支給されます。  また、生活保護受給世帯の高校生には5.26万円が支給されます。
※ 3 令和７年度に限り、年収910万円以上世帯の高校生に高校生等臨時支援金、いわゆる基準額の年額11万8,800円を支給。

※ 全日制の場合の金額です。通信制の金額は文部科学省ウェブサイトをご確認ください。

45万6,000円
県補助金
60,000円

国支援金118,800円

（注）  太字  が国支援金と県補助金の合計額（年額）奨学のための給付金
52,600～152,000円

※2 

44万4,000円
県補助金
48,000円

42万円
県補助金24,000円

11万8,800円
年収
（目安）

支
給
上
限
額 ※両親・高校生・中学生の４人家族で、両親

　の一方が働いている場合の目安。

270万円 350万円 590万円 910万円

※1
※3　新規
　高校生等
　臨時支援金

授業料支援金の上限額が

39万6,000円

私立小中学校等に入学後、家計急変等の経済的理由から授業料の納付が困難となった児童生徒（急変後の年収400万円
未満＋資産保有額700万円未満）に年額33万6千円を上限に支援されます。 また、 その後も低所得の場合は、 卒業まで
支援が継続されます。

（注）高等学校等就学支援金については、令和7年5月20日現在の情報を元に掲載しています。

【就学支援金計算式】

私立小中学校に通う児童生徒への授業料免除支援

■次の計算式（両親２人分の合計額）により判定

課税標準額 市町村民税の調整控除の額6%【計算式】

※政令指定都市の場合は、「調整控除の額」に3/４を乗じて計算する。

154,500円未満
154,500円以上

支払額:

支払額:

▶

▶304,200円未満
上記による算出額

× -

396,000円

118,800円

最大

ご自身の課税標準額などは
マイナポータルで
「わたしの情報」から確認できます。
（マイナンバーカードが必要です。）

国支援

POINTPOINT

学費の
こと




